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 平成26年度の第1回講演会は、5月26日に「東日本大震災からの復興について」

と題して、平野達男参議院議員が講演された。 

 平野氏は、昭和52年に農林水産省に農業土木職として入省、24年間の勤務の

後、平成13年に岩手県選挙区で初当選されて参議院議員となり、昨年7月には3

選を果たした。この間、2期目の平成23年7月に防災特命大臣、さらに翌年2月か

らは防災大臣に任命され、民主党政権が終わるまで、計1年9か月にわたり、政

府の防災責任者として東日本大震災からの復興に尽力された。 

 講演は、一貫して被災者や地域への深い思いと技術者としての科学的な知見

に裏付けられており、学ぶことが多い。内容的には、ほぼ3つの部分から構成さ

れている。第一は、大震災の教訓、第二は、津波の被災地における復興、第三

は、原発事故の被災地における復興である。 

 第一点について。平野氏はまず、今回の震災で日本列島がどういう位置に置

かれているのか、改めて気づかされたとして、次のような点を指摘する。一つ

は、日本列島が、北米、太平洋、フィリッピン海およびユーラシアのプレート

の四つがぶつかり合う沈み込み帯の上に出来ており、これは地球で日本しかな

い。東日本大震災はそこで起こった海溝型地震であること、二つは、日本の地

震の多さは、海溝の沈み込み帯の部分に並行して存在する火山帯が関係してい

ることに特徴があること、三つは、日本列島は200万年前に出来たすごく若い列

島で、地殻的には不安定な状況にあることに配慮する必要があること、などで

ある。また、これらを踏まえて、私たちの生活感覚ではちょっと考えられない

時間軸で物事を考えねばならないことを指摘している。 

 加えて、平野氏は、我が国では終戦直後の南海地震後、高度成長期にまでは

極めて静かな時代だったのが、阪神淡路大震災が起こって後かなり不安定な状

態にあるため、中央防災会議では東南海地震を真剣に議論していることを紹介

する。ちなみに、東南海地震では20あるいは30メートルの津波を想定している

が、これは東日本大震災の教訓から、逃げるところをできるだけ高いところに

設定させたいがためである、という。 



 第二点について。津波の被災からの復興の事例として、まず仙台市を取り上

げる。平野氏は、仙台市の津波地域では、高台移転を軸に復興が進められてい

るとした上で、そこに阪神淡路大震災のような地震地域での復興に対する考え

方の違いがあることを指摘する。阪神淡路の地震地域では被災したところで復

興できたが、津波地域では、被災地したところではなく止む無く高台移転を希

望している者が少なくない。これは目の前で自分の家や知人が流されているの

を見ており、もう戻れないという気持ちになっているからである、との理解に

基づいている。また、この高台移転と関連して生じる土地問題も極めて深刻で

あるとして、その内実等を具体的に示している。 

 このほか仙台市の事例では、今後の復興対策として、防潮林の再建に関して

混交林の植生にすること、あるいは防潮堤や防波堤を簡単に倒れないものにす

る必要があること等、技術的な課題についても解説している。 

 平野氏は次いで、岩手県の大槌町の事例を取り上げる。ここでも高台移転が

進められていることを紹介しつつ、この地では高齢化の進展を背景に人口の減

少も進んでおり、新たな事態に対応したマチづくりが必要であることを指摘し

ている。しかし、その一方で、三陸の場合、今後の復活において海の存在が重

要であり、ここに大いに期待できること強調している。 

 第三点について。この点に関しては津波地域の事例と異なり、避難者に限っ

て議論を展開している。福島県で15万人の避難者がいるが、原発の周辺8町村で

11万人に上ること、それは地域ごとの全部避難であったこと、避難指示が不徹

底で大きな混乱を招いたこと、特養ホーム、病院等での災害関連死が多いこと、

帰還の目途が立たない現状、沿岸漁業の状況などに触れる一方、放射能被害の

恐怖の下で子供を育てる母親の苦悩にも言及している。そして最後に復興の主

体は、市町村であること、しかし、そこでは国や県主導の復興構想が不可欠で

あり、その早急な策定の必要であることも指摘する。 

 平野氏が講演で示された東日本大震災の教訓は、今後我が国の防災対策を考

える上で、極めて示唆に富む貴重なものである。また、平野氏は、農業土木技

術者として土地問題に取り組んでこられた経験を活かして、今回の被災と復興

に伴う問題や今後の取組みのあり方に言及されている。いずれもリアリティを

持つ内容であり、説得力がある。今後の復興では大いに参考となる知見である。 



 

は じ め に 

 

 司会（田家）元復興大臣の平野達男参議院議員をお招きし、「東日本大震災

からの復興について」という演題で、東日本大震災からの復興を中心にしたお

話をしていただきます。 

 議員は、昭和52年に農林水産省に農業土木職として入省され、その後、平成1

3年７月に参議院に立たれ、岩手県選挙区で初当選されております。19年７月に

再選されまして、昨年の７月に３選をされて３期目を迎えられております。特

に、２期のときには、23年７月に防災特命大臣、さらに２月からは復興大臣と

いうことで、東日本大震災復興の陣頭指揮をとっておられます。先生のプロフ

ィール、フェイスブックをみますと、「復興・改革全力投入 一生懸命、ひた

むきに」ということで、お話によりますと、地元に帰られると、時間がある限

り被災地を歩かれまして、直接被災地の関係者のお話をお聞きされているよう

です。 

当研究所においても、これまで２回、東日本大震災の問題を取り上げてご講

演をいただいております。それぞれ研究者の方からのレポートでございまし

た。今回は、今、地域の現状と現場がどうなっているか、これから何が必要

かということについての生の声を先生からご報告いただけると思います。 

 なお、この講演会の記録については、昨年度から、講演会記録として編集し、

私どもが毎年発行いたします当研究所所属の研究者による論文集である「農業

研究」の付録として、全国の関係の研究機関や図書館に配付いたしております。

当研究所の研究員の先生に解題をしていただき、その上で講演録を編集いたし

ております。本日は、現在、東京農大の教授で、つい昨年までは東北大学の教

授をされておりました両角研究員に解題をしていただく予定です。質疑に際し

ては、解題者である両角先生に冒頭質問していただくことをご了解願います。 

 

１ 自 己 紹 介 

 

 平野 ご紹介をいただきました参議院議員の平野達男でございます。今日は、



日本農業研究所の勉強会ということでございますけれども、そこにこのような

形でお話をさせていただける場をご提供いただきましたこと、心から感謝を申

し上げたいと思います。 

 先ほど田家さんからご紹介がございましたけれども、私は昭和52年に農林水

産省に農業土木職で入りました。今日は農業土木職の先輩、後輩、何人かここ

に来られておりますが、農林省では24年間仕事をさせていただきました。片桐

さんがきょう見えておられますけれども、農地計画課長をされておられるとき

に２年、そして構造改善局長のときにも部下として仕事をさせていただいてお

ります。私は、24年間勤めた後、平成13年に参議院選挙がございまして、立候

補させていただきました。大変厳しい選挙でございましたけれども、何とか当

選させていただきまして、今、３期目の国政活動に入らせていただいていると

いうことでございます。 

 今日は、復興についてかいつまんで何点かお話をさせていただきたいと思い

ます。ご案内のとおり、３年前の３月11日14時46分でございましたが、モーメ

ントマグニチュード 9.0という大きな地震がございまして、そこから立て続け

にマグニチュード７クラスの地震が発生します。それらの地震に誘発されて巨

大津波が発生し、北は青森から、南はそれこそ東京まで大きな津波が押し寄せ

たことについては、いまだに皆様方のご記憶に新しいかと思います。そして、

巨大地震と津波、それに原発事故が重なるという、まさに未曽有の大災害が東

日本大震災でございました。この東日本大震災の復興に、復興副大臣として、

そして復興大臣として１年９ヵ月、民主党政権が終わるまでその最前線に立た

せていただきました。 

 今日は、そのときの経験等を基にしながら、時間を１時間いただきましたの

で、復興の現状、前段では我々の国土、日本列島がどういう状況に置かれてい

るのかということについて、少し時間をいただいてお話をさせていただきたい

と思います。ちなみに、復興の話をしますときには、いわゆる津波被災地と福

島の原発の被災地というよりは被害地といったほうが良いかと思いますけれど

も、この２つに分けてお話をさせていただきたいと思います。 

 そのほかに、今回の東日本大震災では、地震、津波、それから原発事故以外

に液状化という問題も広範に起こっておりまして、東京湾の近辺、それから茨



城、千葉の水田地帯もかなりの面積で液状化が起こっております。もう１つは、

地盤沈下も広範に起こっておりまして、一番深いところでは１メートルぐらい。

この地盤沈下が実は津波の被災地域の復興をかなり難しくしている面もござい

ますが、そういった被害もございました。ただ、今日は時間の関係で、復興に

関しましては特に津波と福島の原発について、しかもテーマも絞ってお話をさ

せていただきたいと思っています。 

 

２ 日本列島と周辺地殻構造―東日本大震災が教えるもの 

 

 そこで、まず１番目に、今日はお手元に資料（別添「資料」）を用意させて

いただきましたけれども、東日本大震災からは、私どもが学ばなければならな

い、次に生かさなければならない様々なテーマがあるかと思いますが、そのテ

ーマも、例えば震災が起こった場合に初期対応はどうあるべきか、市町村連携

はどうあるべきか、それから被災者に対する支援はどうあるべきか、様々なテ

ーマがあります。一つ一つのテーマが非常に大きな中身を持っておりまして、

それぞれ１つのテーマで話しても１時間、２時間ぐらいのテーマになるような

中身なのですが、今日は、日本列島がどういう状況に置かれているかを改めて

気づかせてくれたのが東日本大震災ではなかったかということで、そういう観

点から、以下お話しさせていただきたいと思います。 

 資料の１枚目の右側の図は皆さん方、既になじみの多い方もいるかと思いま

すが、この図で言いたいのは、４つのプレートが出来て、ぶつかっている、そ

の上に日本列島が出来ているということを言いたいがための図であります。 

 プレートテクトニクスセオリーは聞いたことがある方もおられるかと思いま

すけれども、プレートはゆっくりが動いていて、プレート同士がぶつかるとこ

ろには沈み込み帯というものが出来ることもあります。日本近海は沈み込み帯

が非常にはっきりと形成されているところであります。ちなみに、プレート同

士がぶつかるというのは、例えばインド大陸とユーラシア大陸もそうでありま

して、ここでは沈み込み帯はありません。しかし、インド大陸とユーラシア大

陸がぶつかったことによってヒマラヤ山脈が出来ている。今もその造山活動は

続いているということについては、皆さん方ご承知のとおりであります。しか



しながら、先ほど言いましたように、４つのプレートがぶつかって沈み込み帯

ができているというのは、地球上どこを探しても日本しかないということであ

ります。 

 その４つのプレートは、まずは太平洋プレートと北米プレート。この北米プ

レートの下にユーラシアプレートが沈み込んでいるのですが、東日本大震災は

この沈み込み帯のところで起こった海溝型地震でした。もう１つはフィリピン

海プレートとユーラシアプレートがございまして、このフィリピン海プレート

がユーラシアプレートに沈み込んでいるのが東南海地域ということになります。 

 もう１つ日本の場合特徴的なものは火山であります。火山は、そこに帯状に

斜線で火山帯と書いておりますけれども、この火山帯の中で、ちょっと見てい

ただければわかりますが、太い一点鎖線で書いてあるところが海溝の沈み込み

帯の部分ですが、これにほぼ並行して火山帯ができております。太平洋プレー

トと北米プレートが沈み込んでいる線に沿って火山フロントと言いますけれど

も、火山活動地域がかなり明瞭に現れているのが東北であります。 

 皆さん方、ちょっと地図を思い出していただければわかるかと思いますけれ

ども、恐山から八甲田山、岩手山、ずっと火山が連なっておりますが、それを

線で結ぶと一直線、沈み込み帯の線とほぼ平行線の火山の姿が見えてきますし、

もう１つ火山フロントがはっきり出ているのは、富士山から伊豆半島にかけて

太平洋に向かってのいわゆる富士火山帯の火山になります。もう１つは九州か

ら沖縄にかけての火山帯も火山フロントということで海溝に沿って火山がある

ということであります。 

 ちなみに、ここからはクイズですけれども、有史以来、日本の火山活動で最

も激しい噴火が起きた火山はどこだと思いますか。過去2,000年です。初めて聞

いた人は大体皆びっくりすると思いますけれども（「十和田」の声あり）、こ

れは十和田なのです。十和田と言っても十和田湖を想像してはいけません。十

和田湖はカルデラ噴火と言いまして、１万3,000年から３万年前にかけて、阿蘇

噴火並みとは言いませんけれども、いわゆる破局的噴火という大噴火で出来た

のがカルデラです。その南の方に小山のようにちょっと盛り上がっている山が

ありまして、10世紀に大噴火が起こったのが十和田なのです。今、本当に静か

ですから、なかなか想像できないと思いますが、実は十和田の火山は、貞観地



震、貞観津波というのが10世紀に起こってくるのですが、その地震と津波が起

こった後の40年後に火山が爆発したということがございます。 

 さらに、余談ですが、私は防災担当大臣のときに、新燃岳、霧島火山が爆発

した翌年に宮崎にお邪魔いたしまして、その足で桜島の火山観測所にお邪魔し

ました。そこの観測所の所長の石原さんはもう退官されましたが、今、日本火

山噴火予知連絡会の副会長をされています。その石原先生が私に突然、平野さ

ん、今回すごい地震が起こったよね。世界的に見ても、巨大な地震が起こった

後、30年から50年ぐらいの期間、必ず噴火が起きているのです。私が１つ心配

している火山があるのです。どこかと言われて、私は答えられなくて、富士山

ですかと言いました。富士山はいつ爆発してもおかしくないという話でしたが、

それよりまず出てきたのが十和田でした。私はそのとき、十和田は活火山とい

うのは知っていましたけれども、そんな厳しい火山というのは知りませんでし

た。そう言ったことで、いずれこれから火山活動も活発化してくるのではない

か。 

 これは日本火山噴火予知連絡会の藤井先生も、警告を出されていることです。

プレートとプレートがぶつかる中で、地質学者によると、日本列島全体は強圧

縮状態にあると言われています。第四紀という地質学的な言葉がございますけ

れども、200万年前から以降を第四紀と言うのですが、第４紀以降そういう状況

が続いているというのです。また、世界的に見ても日本列島は物すごく若い列

島ということになります。逆の意味でいきますと、地殻的に見て不安定な状況

にあるということだと思います。私たちの人生は80年とか90年とかと言われて

いますけれども、こうした事は、私たちの生活の感覚とは離れた時間軸で考え

なくてはならないと思います。 

 阪神・淡路大震災が1995年に起きますが、実は名古屋で終戦直後に南海地震

というとてつもない地震が発生したのですが、それを最後に阪神・淡路地震が

起こるまでの40年間ぐらい、高度経済成長の真最中は、日本の災害の歴史から

見ると極めて静かな時代だったという見方があります。それが1995年の阪神・

淡路の地震のあたりから様子が変わってきているということで、今、日本の状

況はかなり不安定な状況に来ているかもしれないというのです。 

 ちなみに、関東大震災が大正12年ですから、1923年になります。1923年に関



東大震災があった後は、これも関東は驚くほど静かだといわれています。関東

に関しましては、これも雑談と思って聞いていただきたいのですけれども、幕

末は物すごく地震があったのです。メモをとってきましたけれども、1853年、

小田原地震というかなり大きな地震があったのです。ここから５年に一回とか

という感覚で大地震が立て続けに発生しています。ペリーが来たのが1854年で

す。この年も地震があって、東海地震、南海地震という大きな地震が起こって

いて、これは日本史には余り出てきませんけれども、江戸幕府はこのときの地

震の影響で財政的にかなりダメージを受けたと言われております。 

 そして、ペリーが来た翌年に、ロシアも何とか日本と通商を開きたいという

ことでプチャーチンが来るのですが、それが下田かどこかに来たときに津波が

発生するわけです。津波が来て、プチャーチンが乗った船が沈没してしまいま

す。そのときにプチャーチンとロシアの一行はほぼ全員助かっているのですが、

その被災された地域で自分たちが被災したにもかかわらず、ロシアの士官にも

手厚く手を差し伸べたということで、その後、ロシアの一族が来てお礼をした

という例があるのです。 

 こんな雑談に入っていくといつまでも雑談になってしまいますが、何を言い

たいかと言いますと、幕末から大正12年まで東南海を含めてかなりの地震があ

ったということで、しかし、大正12年の後の余震を除いて関東、東南海はかな

り静かだということ。地震は明らかな周期性があるといいます。ですから、今、

中央防災会議等々では、東南海の３連動、４連動などについてかなり真剣に議

論しているということであります。 

 ちなみに、私は防災担当大臣もさせていただきましたけれども、東日本大震

災の検証をすると同時に、首都直下型地震の対策の検討委員会、それから東南

海の３連動、４連動の検討委員会も新たに立ち上げまして、いまだに検討を続

けているということであります。 

 東南海の３連動、４連動に関しましては、マスコミで高さ30メートルとか20

何メートルの津波で出てきたものですから、あの記事を見てかなりセンセーシ

ョナルな感じを受けた方がおられると思いますが、ここについて若干触れさせ

ていただきます。 

 東日本大震災の津波の１つの教訓といいますか、実態をお話ししなくてはな



りません。大地震が起こり、津波が発生するのですが、私どもが把握している

ところでは、多くの方々が津波の襲来を予測し避難しています。昼間に地震が

起こったということですから、かなりの方々が逃げている。そして、残念なこ

とに逃げた先で津波に飲み込まれる例が本当に多いです。 

 陸前高田市がございますが、陸前高田市は市役所が４階建てでありまして、

屋上があって、その上にさらにもう１階小さな会議室みたいなものがあるので

すが、その屋上まですっぽり津波で飲み込まれました。陸前高田の市役所の前

に教育委員会の施設がありまして、それは４階建てなのです。津波が来たとき

は、４階建てが避難場所になっていました。さらに、教育委員会のすぐ側に避

難所がありまして、これは体育館みたいなところで、もっと高さが低いです。

ここも避難所になっていたのです。そこに逃げて、それで津波に襲われるとい

うことであります。 

 釜石の奇跡というのがございます。鵜住居小学校の小学生が先生の誘導で津

波から逃げたということで、マスコミも色々な形で取り上げております。実は、

鵜住居でもたくさんの方が亡くなっています。鵜住居の真ん中に防災センター

があるのです。そこに逃げたのです。当時は、想定される津波の中でここに逃

げれば大丈夫だということで、避難訓練もそのようにやっていたのです。その

防災センターが津波に飲み込まれたのです。 

 宮城県に御伊勢浜海岸というのがございまして、御伊勢浜海岸の裏に小高い

丘があります。そこに一本の電波塔が建っておりますが、今行って見ましたら、

結構高い小山ですから、ここは常時だったら避難場所に指定されるだろうなと

思われるようなところです。事実、避難場所だったのです。そして、その高台

の周辺に100戸くらいの集落がありまして、勤めに行った以外の人々はそこに逃

げました。そこも津波で飲み込まれ、たくさんの方々が亡くなりました。 

 元に戻りますが、結局、逃げたのですけれども、逃げた場所で被災するとい

うのは被災地にとっても物すごくショックだったと思います。それで、東南海

の３連動、４連動のときに津波をどれだけの高さで想定するかというのは随分

迷いましたけれども、ここは予想される最高値を出そう。出したときのインパ

クトがあるだろうから、出し方はそのときに検討しようということで、東南海

の３連動、４連動はそういうことで津波の高さを出しました。 



 それはなぜかと言いますと、逃げる場所をできるだけ高いところに設定させ

たかったからです。あとは地震が来て、大きな津波が来れば、構造物が何であ

ろうが、そんなものは役に立たない。ある程度の津波のところまでは堤防は役

に立ちますけれども、本当に東南海の３連動、４連動、マグニチュード８以上

クラスのものが直下型、もしくは、ここにありますように、フィリピン海プレ

ートとユーラシアプレートの海溝は陸地に近いですから、地震即津波というこ

ともあります。津波も大きなものが来るという中で、とにかく逃げるところは

高いところを設定させようということで、ああいう津波高予測を出したという

ことでございます。いまだにあれは地域を混乱に陥れるだけだという批判はご

ざいます。だけれども、津波は、とにかく今は逃げるのが一番ですから、逃げ

る場所は出来るだけ高いところを設定しておくということについては、これか

らもぜひ徹底していく必要があるのではないかと思っております。 

 

３ 東大日本震災の地震としての特徴 

 

 そして、ちょっと雑談が長くなってしまいましたけれども、以下、東日本大

震災に入りますが、資料２ページ目です。これはご案内のとおり、震央はバツ

印がありまして、宮城県の沖になります。実は、宮城県沖で地震が発生すると

いうのは前から想定されていまして、平成19年に中央防災会議が地震と津波の

予測の報告書をまとめております。ただ、この津波と地震の予想図を見ると、

まず津波の範囲が非常に狭い、それからあんなに大きな津波は想定していない。

死亡者の数は数千人を想定していたのですが、大半は仙台における火災でした。

関東大震災は火災で亡くなった方が８万人とも９万人とも言われておりますけ

れども、阪神・淡路でも火災が起きましたから、東北の場合も火災を想定しま

した。しかし、今回は幸いなことに余り大きな火災は起きなかった。代わって、

想定をはるかに超える津波が襲ってきて、その津波によって何もかも流される

ということでありました。 

 ちなみに、ここにＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄと書いてございますけれども、南北で 500

キロ、東西で 200キロのプレートが一気に動いたと言われています。 

 そして、地盤沈下の構造なのですけれども、分かり易く言うと、東北の場合、



これ（左側）が北米プレートと考えて貰いたいのですが、これ（右側）が太平

洋プレートということで、こういう形で沈んでいるのです。ここに力が集中し

ますから、この図を書き直すと、これ（北米プレート）が若干盛り上がってい

て、プレートがあったときに、ここのひずみが耐え切れなくて、プレートが東

方向にぼんと動いたと思います。ここにこれだけの差ができるわけです。この

ように沈みましたから、これでここの地盤沈下が起こったと言われますし、こ

こに図が入っておりませんけれども、東北、関東も含めて全体が何メートルか

東の方に動いているということであります。いずれまた何百年かかるかわかり

ませんが、段々これが戻ってくるという説もあります。ちなみに、南海地震が

起こったときも、四国の高知県などでかなりの地盤沈下が起こったのですが、

あれも数十年たって、戻りつつあるということです。 

 そして、資料３ページ目の左側上ですが、2011年３月11日14時46分に、モー

メントマグニチュード9.0の大変なエネルギーをもった地震が発生した後、この

ように立て続けに７クラスの地震が余震として発生します。３月11日の状況を

皆さん方は覚えているかと思いますが、横揺れの地震が随分長い時間にわたっ

て続いたとご記憶されている方が多いと思います。それは、このように余震が

立て続けに発生したということにあるかと思います。 

 ちなみに、その翌日は長野県で大きな地震が発生しましたし、１ヵ月後の４

月12日に余震が発生して、実は、地震の被害はそのときの１ヵ月後の余震の方

が福島では建物被害が大きく出たといったこともございます。 

 それから、資料４ページ目は津波の大きさでありまして、これは検潮という

ところで、湾からある一定の離れたところで津波高さを測ることになっており

ますが、地形によっては遡上高さ30メートルを超えるような場所もたくさん出

てきたということはちょっとご記憶しておいていただきたいと思います。 

 ちなみに、最も強力な津波が押し寄せてきたのは、現地に何回も行って強い

印象を受けたのですけれども、陸前高田ではないかと思います。陸前高田は、

地震が発生した場所から来る津波がちょうど真正面に一直線で来るところに広

田湾がございまして、広田湾は高田松原という松原があるのですが、それも巨

大なパワーシャベルでどんと根こそぎ下から持ち上げるようにして、そこの土

を全部内陸のほうまで持って行くぐらいのすさまじいエネルギーをもった津波



が押し寄せました。駅の周辺にこんな大きな（両手を広げる）広葉樹があるの

ですが、それが根こそぎ折られているぐらいの力も持っていたという津波が来

たのが陸前高田でありました。あそこは中心市街地がほとんど平らなところに

ございましたから、中心市街地は壊滅的に、津波でやられてしまったというこ

とであります。 

 次に、資料５ページ目。これは簡単に触れさせていただきますけれども、先

ほど９世紀の貞観津波の話をさせていただきましたが、９世紀、859年に今回の

東日本大震災と同じぐらいのスケールの地震が発生して津波が来たと言われて

います。この数十年後に十和田の火山なども爆発するのですけれども、887年に

東海地震、南海地震というのが発生しております。今回の東日本大震災の構図

と似た状況が起こるかもしれないということが言われているということも併せ

て紹介させていただきたいと思います。 

 

４ 東日本大震災からの復興―仙台市の事例 

 

 そして、復興の話に入って行きますけれども、復興についても様々な切り口

があるのですが、具体の事例でお話をした方が多分皆さんが今の復興の姿を捉

え易いのではないかということで、津波地域については２地域の復興の考え方

の事例を用意させていただきました。 

 １つは、資料６ページ目ですが、仙台市であります。仙台港が上の方にあり

ますが、仙台港から南の若林区の地域の航空写真でございます。ピンクのとこ

ろが津波で被災したところでありまして、この津波で被災したところには農地

もありましたが、青い線で括ったところが集落があったところであります。こ

の集落やあるいは町並みがあったところはほとんど流されてしまったというこ

とであります。 

 そして今、計画は、津波地域は高台移転ということを軸に復興が進められて

いるということはご承知かと思いますが、この青色にあった地区を赤で括られ

た地域を宅地造成し、ここに移転するという取組みを仙台では早くから進め、

造成工事はかなり進行しています。早いところでは災害復興住宅の建設も始ま

っているということであります。これが住宅、あるいは町並みの再建の基本的



な考え方であります。阪神淡路のような地震地域と東日本大震災のような津波

地域の復興の大きな違いは何かと言いますと、地震地域では被災したところで

また復興できるということです。津波地域の場合は、目の前で自分の家が流さ

れているのを見ている方が多いです。目の前で人が流されているのを見ている

方もおられる。特に高齢者にはどんなことがあっても元の場所に住みたいとい

う人もいるのですが、気持ちの上では戻りたいのだけれども、もう戻れないと

いうことで、止むなく高台移転を希望するということです。 

 名取市の閖上地区では被災したところで町並みを復興させようとしています

が、そこでは４メートルぐらいの嵩上げをします。それで区画整理をやった上

で町並みを復興させるということになるのですけれども、そうした津波被災地

域の復興を一番難しくしているのが土地問題です。 

 今日、農業土木の技術者の皆さんがたくさんいますけれども、ダムの建設を

するときに用地の問題が解決したら、工事は９割以上終わりなのだと私は先輩

に教えられました。現実問題そうです。用地の取得と賠償問題で決着が付いた

ら、あとのトンカチ仕事はどんどん進みますから。今回の東日本大震災の高台

移転も、移転先の用地の取得、それから区画整理の権利調整は、色々な特例法

を用意していますけれども、それでも大変です。土地収用法を使ったら良いで

はないか、強制収用をかけろという声もありますが、頭の中でわかっていても、

地権者の顔を見るとできない。だから、実際はマン・ツー・マンで地権者の方々

と向き合いながら、被災地の復興は進められています。 

 ただ、復興４年目に入りまして、私にとっては、あっという間の３年間でし

たが、被災地にとってはすごく長い３年だったと思います。ただ、この３年間

の中で、私の個人的な感覚でいきますと、土地の問題は、全国から応援も入っ

たということもありまして、かなりのスピードで土地の取得、それから権利調

整は進められていると思います。 

 例えば通常の区画整理は、一区画の区画整理を権利調整するのに10年かかる

のは当たり前ですから、それの４倍、５倍があるようなものについての計画に

ついての権利調整もほぼ終わっているようなところもあるというのは、やはり

大変な地元の協力と被災自治体の職員の頑張りがあるのではないかと思ってい

ます。ただ、被災者にとっては全然遅いと思います。そのことを頭にしっかり



受けとめながら、復興については力を入れていかなければならないということ

です。 

 そして、資料を１枚めくっていただきたいのですけれども、これは概念図で

ありますが、ただ単に高台移転するのではなくて、１つは、内陸部に道路を使

って二線堤というものを作ります。これは一点鎖線で書いておりますが、ここ

に新しく４メートルぐらいの嵩上げをして道路を作ります。ちなみに、太い緑

色の道路がございますけれども、これは仙台東部道路と言いまして、皆さん方、

津波が発生したときに、閖上地区というところなのですが、津波がずっと押し

寄せる状況をヘリコプターから撮影した図がＮＨＫで流れたのを見られた方が

いるかと思いますが、あの津波が最後に止まったのがこの仙台東部道路です。

その手前に今回もう一回２線堤を、沿岸に堤防、防潮林を作って、二重、三重

の防御をしようということが今骨格になっています。併せて住宅移転を進める

ということです。あと、農業の再生ということで、この辺りは極めて条件の良

い水田が広がっておりますので、直轄で大区画整理を進めながら復興も進めて

いるということであります。 

 ちなみに、ここで１つ触れさせていただきたいのですけれども、防潮林です。

仙台から福島にかけて長いところでは沿岸部から 200メートルぐらい防潮林が

ありました。防潮林はかなりの部分が流されまして、植えられた植物はクロマ

ツです。アカマツはご案内のとおり根が横に張るのですけれども、針葉樹の中

でもクロマツは下のほうに深く根を張ると言われておりまして、だから防潮林

に使われているのです。 

 ただ、この辺りは地下水位が高くて、根っこが全部横に張っていました。だ

から、仙台地域に被災直後に行ったとき、松が全部倒れているわけです。倒れ

るだけではなくて、一部内陸に流れて、それがまた被害を拡大したということ

があるのですけれども、松があると、ちょうど皿のように根が張っていて、ぽ

んと押してしまうと倒れるぐらいに防潮林は弱かったということがわかってお

ります。 

 横浜国立大学の先生だった宮脇先生が、被災してから２ヵ月後か３ヵ月後で

すか、細川護煕さんと２人で私のところに来られました。防潮林の復活は、今

度は広葉樹も入れてくれと。カバノキとかナラノキ、それから針葉樹も入れる



という、要するに混交林の植生にする。もう１つは、瓦礫をできるだけ使って

防潮堤全体を嵩上げしてくれということで、今その考え方でやっていまして、

植林した後、多分、本当の防潮林になるまでに100年以上はかかると思いますが、

その計画で今取り組んでいるということであります。 

 もう１つは若干技術的な話です。海岸堤防で高さが５メートルぐらいの堤防

がありまして、こちら側が海の方なのですが、こちらに防潮林があって、こち

らに家があったりするのですが、地震が来たときに津波が乗り越えてきたわけ

です。津波が乗り越えてきたときに、専門用語で射流というものがここ（堤防

右横）に起こるのですけれども、物すごい勢いで、どんとここに落ちるもので

すから、洗掘跡ができたのです。洗掘したことによってここの土が流されて、

堤防がパタパタ倒れるのです。今日は写真を持ってきませんでしたけれども、

仙台のあの辺りには貞山堀という伊達藩が掘った運河があるのですが、その運

河と同じぐらいの水溜まりがずっと仙台から福島にかけて一直線にできたので

す。 

 津波は第１波、第２波、第３波、第４波、第５波と来ます。これが倒れてし

まったために、第２波は全部ここに来たわけです。それだけ津波の水量が多か

った。だから内陸まで行ったと思います。仮にこれが倒れなければ、潜り堤に

なったとしても、ここまでの部分で津波の侵入を防げるのです。 

 これは結構大議論になったのですけれども、金がかかっても良いから、高さ

は高くなくても良いから、絶対倒れない堤防を作ろう、ということになった。

それで、粘り強い堤防という言葉があるのですが、具体的にはここにコンクリ

ートを埋め込むのですけれども、これをやることによって倒れない堤防を今作

っている。背後は土を盛って、先ほど言った植生で防潮林を復活させるという

ことで今作業が進んでいます。 

 同じことは釜石の湾口防波堤などでもいえるのです。これは港湾の技術者の

人と若干論争になったのですが、被災直後は、やはり彼らは、釜石の湾口防波

堤は効果があったというのです。確かにあったと思います。だけれども、それ

は第一波を抑えたという効果があったのです。ところが、湾口防波堤は第一撃

で倒れていますから、あれがもし倒れなかったら、高さが低くても釜石湾の全

体の津波の被害はもっと低くなったはずです。だから、今何をやっているかと



言いますと、あそこの下に基礎となるグリ石を長く敷き詰めて、今までよりも

重いケーソンを置いて、ケーソンが動いても倒れない構図で復旧を進めている

ということでありまして、このあたりが震災を踏まえての一つの教訓として対

応していくということであります。お金はかかりますけれども、高さは余り高

くなくても良い、とにかく転がらないほうが良い、津波は何十年後にか来るか

もしれないから、倒れないものを作ろうということで今そういう工事をやって

いるということを紹介させていただきたいと思います。 

 それから、資料８ページ目は、農地の復旧でございまして、は 林田元関東農

政局次長もおりますから、詳しくは 林田さんに聞いていただければよろしいの

ですが、大区画を今中心にやっておりまして、この地域にあった住居はほとん

ど高台移転しますから、転用されることはまずないという永久農地になってお

ります。ここでしっかりとした営農計画を作りながら、大規模経営をやるとい

うことで今計画が進められておりますが、将来的には、農業の１つのモデル地

域になるかもしれません。ぜひともそれが実現になるようにやっていただきた

いと思います。 

 

５ 東日本大震災からの復興―岩手県大槌町の事例 

 

 もう１つの例は、岩手県大槌町です。資料９頁に写真があります。一番上が

旧市街地で、ここは南部藩と伊達藩のちょうど藩境にある町でありまして、歴

史的にも由緒のある町で、本当にきれいな町でした。それが下のようにずたず

たに流されてしまいます。１枚めくっていただきますと、３月14日に私が撮っ

た写真があります。３月14日に高台に上って、当時、このとき山火事がまだ収

まっておりませんで、煙がもうもうとした状況だったのですが、まだ水が引け

ていかない、かなり悲惨な状況にあります。 

 そして、ここで今どういう復興計画を作っているかということでありますが、

こういう図（別添資料２「Ｄ―１―13町道三枚堂大ケ口線整備事業」）がお手

元にあるかと思います。この図の中で、この地域（別添資料２の「移転促進区

域」）が今写真で見せた地域です。そして今、復興計画は、この図で見ていた

だきますと、海側近くにあった集落は高台移転します。これは先ほどいった仙



台の考え方と同じですが、大槌では、中心市街地がここですから、ここのとこ

ろの半分を４メートルから５メートルぐらい嵩上げして、また街並みを再建す

べく今工事を進めているということでありまして、その図面が２枚目の平面図

（別添資料「町方地区全体計画平面図」）になっています。 

 これもほぼ計画が詰まったのですが、津波地域で一番大変なのは、陸前高田

もここの大槌もそうなのですけれども、工事もさることながら、今、４年目に

入りまして、働く場がなかなか復活できないということで、若い人がどんどん

内陸のほうに移住しています。陸前高田は人口２万2,000人を抱える中で2,000

人以上の方が亡くなりました。そして今、若い人たちを中心に家族を連れて出

ていますから、今の実質の人口はもっと少なくなっていると思います。 

 ちなみに、東日本大震災の前の宮城県の三陸もそうなのですけれども、高齢

化率は35％を超えていました。そして、人口減少がとっくに始まっています。

釜石などは典型なのですけれども、元々10万人あったところが５万人を割って、

４万人を割ろうとしていました。それから、大槌も、山田も、陸前高田も人口

減少はとっくに始まっている。高齢化率も高かった。そこに東日本大震災が来

るわけです。 

 今まで色々な災害を三陸は乗り越えてきたし、阪神・淡路の地震だって乗り

越えてきました。しかし、人口減少社会に入った中での大きな災害というのは

ある意味、初めて経験する事態です。今ちょっと手探りな面をかかえつつ復興

を進めているのですが、地域の人口をどのように想定するか等々、様々な難し

い問題があります。それから、マチづくりをするためにも、高齢化率がぐんと

上がりますから、その高齢化に対応したマチづくりをどうするかということに

ついても、大きな課題です。 

 あと、津波地域のことで１点だけ申し上げますと、製造業などはなかなか戻

ってこれないのですが、やはり三陸の場合に助かっているのは海だと思います。

海は、今皆さん方が行ってもおわかりになると思いますが、養殖施設は大体復

活しました。といっても、完全にはもとどおりには戻りません。漁業をやめる

方もいますから、７割から８割ぐらいの規模で復活しています。逆に７割、８

割の規模だから、筏密度が非常に良くなって、ホタテ等の養殖には非常に適し

て、かなり大きなホタテガイとかカキが出ているとも言われております。それ



から、定置網はほぼ100％復活しました。３年前にサケの放流が出来なかったの

で、今年はサケが戻って来ないのではないかと心配されておりますけれども、

定置網はほぼ完全復活です。漁船も６割復活すれば大丈夫だといわれているの

ですが、かなり復活しました。当初は全国の漁師さんからの協力で小型漁船が

集まってきまして、今は小型漁船は新品が入りましたし、中型の漁船もかなり

建造されています。 

 だから、漁師さん、特に漁協の組合長さんはいつ行っても元気です。行くた

びに励まされます。被災直後に被災地に行って一番気合いをかけられたのも漁

協の組合長さんからでありました。次のワカメの種付けをしなくてはならない

から、復旧の予算を早くよこしてくれと言われまして、そんなことを言われて

も制度が出来ていなかったので、いや、今やっていますからと言っているうち

に、国のやることを待ってられないから、自分でもうやったと言われました。

それで、今までの災害の中では例のない予算支出の遡及という制度を今回は初

めて適用しました。魚、ワカメが揚がれば、流通加工施設も動き出しますし、

製氷施設も動き出すという意味で、そこから確実に産業の復活は始まっている

ということであります。ただ、製造業、商店街はまだまだこれからですから、

そして、少なくなっていく人の中でどういうマチづくりをしていくか。４年目

に入りましたけれども、今年、来年が１つの大きな正念場ではないかなと思っ

ています。 

 

６ 東日本大震災からの復興―福島県の事例 

 

 そして、福島でありますけれども、10分間だけ時間をいただきます。避難者

の方々だけに絞って話をさせていただきます。津波地域の避難は、同じ町村内

の避難でした。避難生活は同じ町村の中でおくられている方々が多い。自治体

の支援を受けながら、あるいは色々なボランティアの方々の支援を受けながら、

復興に向けて努力されてされておられます。被災直後、全体で30万人の避難者

がいたと言われていますが、その半分は福島でした。その15万人の避難者の中

で、強制的に、ある日突然、出て行って下さい、避難して下さいと言われたの

が、東京電力福島第一原発の周辺の双葉郡の８町村を中心とした地域でありま



すけれども、そこからは11万人の方々が避難をしました。 

 そして、地域ごと全部避難です。例えば双葉町、大熊町、富岡町などという

町がありますが、役場ごと全部避難です。そして、避難した方々は本当にばら

ばらでした。 

 避難指示も一応国は出したということになっているのですけれども、あの混

乱の中ですから、避難指示を聞いた人は余りないようです。では、何で避難し

たかというと、自衛隊が来たから避難したという人。それから、コンビニの本

店から店長に危ないから逃げろという指示が出たのです。コンビニの店長が周

辺の地域に、逃げろという指示を受けましたから私は逃げますといって、それ

を聞いて逃げた。まとまって逃げたところもあるようですが、てんでばらばら

の避難となった方々が多いようです。しかも、受け入れ先が決まっていません

から、私が聞いた中で最も大変な人は、最後に借上げ住宅にたどり着くまでに1

5ヵ所を転々としています。全部自分でその場所を見つけて、親戚を頼りながら、

あるいは自治体の協力を得ながらやっています。 

 さらに、特養ホームでありますとか病院がありました。双葉郡の中から、ま

ず30キロか20キロぐらい移動し、そこで受入先がないからまた動く。福島は津

波で地震で亡くなった方々が、千何人だったかと思いますが、いわゆる災害関

連死、この方々も最終的には災害で亡くなった方ということに入っていますが、

1,600人を上回っています。これが福島の最大の特徴です。被災直後の様々なス

トレスがずっと続いているということです。そして、いつ戻れるかわからない

地域がまだまだたくさんあります。 

 それから、住宅の状況を見ますと、特に雨漏りした住宅は全部駄目です。私

は雨漏りした住宅で原発周辺の家に１年後に何軒か入ったことがありますけれ

ども、畳は腐っていますし、天井も全部腐ってぼろぼろ落ちかける状態です。

外形は何となくもっていても、もう住めないと思います。もう１つは、ネズミ

が大発生しまして、ほとんどネズミの糞だらけの家が多かったです。それから、

最近は少なくなりましたけれども、牛とか豚が入ってきたりして、それを避難

者の方々が一時帰宅で見ていますから、物すごく気持ちが萎えてしまうのです。 

 そういう中で、帰る時期も決まらない、地域も家も全部廃れていく。田んぼ

は秋になったらセイタカアワダチソウで一面真黄色です。どんどん荒廃が進む



中で、戻らないと決めている方々がたくさんいます。特に大熊町というところ

では、私どもが行ったアンケートでは、今の段階で50％以上の人が帰らないと

決めていました。帰ると決めている人はわずか十何％です。 

 それから、あそこは東京電力福島第一原子力発電所をピークに産業が成り立

っていました。１人当たりの町民所得は東京都民ぐらい高かったのです。産業

全体としてはそういう１つのピラミッド構造でありました。そのピラミッドの

頂点ががさがさに崩れてしまった。それに代わるべき産業をどうするかという

ことについて、大変申しわけないのですけれども、これは産業立地交付金とか

色々な制度を用意していますが、なかなか手を挙げる人が少ない。 

 三陸と違うのは、海の目途が立たない。あの地域は沿岸漁業で、獲ったもの

をすぐに東京の築地に生きたまま運んできて、生けすで鮮魚店に売るというこ

とで、結構裕福な漁師さんが多かったのですが、今、沿岸漁業は全部駄目です。

それで、再開の目途も立っていないという中で、非常に厳しい状況にあります。 

 さらに避難者には自主避難者という方々、中通りなどから放射能の影響を懸

念して子ども連れで全国に避難されている方が約５万人おります。 

 私は、新潟とか山形、東京都でも色々な避難者の方々と話をさせていただき

ました。その中で、お母さん方が言った言葉で非常に強烈な印象に残っている

のがあります。政府は20ミリシーベルトというものを１つの基準に、長期的に

は１ミリシーベルトにしますということでやっていますが、そのお母さんが言

ったのは、何ミリシーベルトと言ったってわかりません。何ミリシーベルトで

安全だといった議論をしなくてはならないところで、子どもを育てられません

と言われたのです。先日もこうしたお母さん方が会館に来て、また意見交換を

することがありました。避難しているだけで色々非難される。だけれども、や

はり子どものことを考えると帰れませんと訴えておられました。 

 こうした方々への借上げ住宅は、各市町村の自主的な判断で支援しています

が、そろそろ打ち切る市町村が出てきているといわれています。私は、あと２

年か３年ぐらいはやはり国の判断で少なくともこうした避難者に対する住宅は

確保すべきではないかと思っています。結論の先送りは許されないことだと思

います。 

 津波地域の復興の主体は、私は冒頭からずっと言い続けていますけれども、



どんなに災害がつらくても市町村です。市町村、地域が主体にならなかったら

復興はあり得ない。ただ、福島、特に双葉郡の復興は、市町村の枠を完全に超

えています。市町村単位で復興計画を作っても無理があると思います。双葉郡、

それに南相馬、それから飯舘村を含め地域全体の復興計画が必要です。国主導

の、県主導でも良いのですけれども、復興計画となるべきです。まだその構想

も出てきていません。この責任の大きな部分は復興大臣であった私自身にもあ

ると思っています。しかし、市町村単位の計画の前に、地域全体の復興計画・

構想は不可欠です。まとめるのは大変です。これを早く出して、それで、こん

な計画では駄目だといって、構想をたたかれたら良いのです。そして、段々練

り上げていく。この作業が大切です。ただ、大事なことは、議論のたたき台す

ら出ていないということはちょっと残念なことだなということで、国会でも引

き続き政府の尻たたきが必要と思っています。 

 マイクを使わないで後ろのほうは聞こえたかどうかわかりませんけれども、

そんなことで時間になりました。まだまだ色々お話ししたいことはあるのです

が、とりあえずここでお話を切らせていただきたいと思います。いずれ津波被

災地域は少し時間がかかっても、地域の取り組み中心で、どんな形でも必ず復

活します。しかし、福島は国が先頭に立って、全面に立つのではなくて、国が

引っ張る形でやっていかないと姿は見えてこないということだと思います。あ

りがとうございました。 

 

質 疑 応 答 

 

 (1) 両角和夫氏（解題者）の質問 

 両角 両角と申します。皆様方は一杯質問があると思いますので、私からは

２点だけ最初にお伺いしたいと思います。最初に、日本列島の話をしていただ

いて、大局をつかむ上で大変参考になりました。有り難うございます。さて、

突然細かい話になって恐縮ですけれども、堤防の話がありました。堤防のあり

方については色々な問題になっていますが、例えば気仙沼などでは海岸部に物

すごく高い堤防を作る話があります。今、平野先生のお話で、低くてもがっち

りしたもので良いのだという話を初めて伺いましたが、高さなどに関して、も



う少し先生のお考えを伺いたいろ思います。これが第１点です。 

 もう１点。被災からの復興ということで、特に経済的、あるいは社会的な面

での復興というのは大変難しいというお話がありました。私も、例えば電子工

業の下請などがすぐに復活することも難しいし、雇用の場を確保というのは大

変な困難になると思うのですが、特に三陸の場合は昔から森林と海が中心とな

ってきた経済ですので、多分ここが１つの出発点、基盤となって、復興するこ

とが１つ大事だろうと思います。特に山はほとんど活用されずに放置され、自

然生態系も悪くなっている。このため、経済の復興においても、ここをうまく

活用するようなことも考える必要があるのではないか。例えば、これもなかな

か難しい点はあると思うのですけれども、間伐材を活用するとか、あるいは山

の水を活用して、エネルギーを自分達で作る、いわば地域分散型エネルギー社

会を作るという方向も非常に大事ではないかと私は思うのです。地域経済の復

興についての先生のお考えを伺いたいと思います。この２点です。よろしくお

願いします。 

 平野 まず、堤防です。これは国会でもいろいろ議論になっています。安倍

総理の奥さんが被災地に行って、堤防はこんなに高いではないのと指摘された

りして、これがマスコミに取り上げられることもあって、さまざまな観点で議

論されております。まず、堤防についての基本的な考え方は、今回の津波を受

けて、堤防の高さは一定の確率で発生するであろう津波、確か100年に１回程度

であったと思いますが、その高さで設定しようということで、中央防災会議等

での議論を踏まえ、国交省が最終的に決めています。 

 ただ、ここから先が大事なのですけれども、これは上限なのです。そこまで

の高さだったら、地域がやるのだったら国は支援しましょうということです。

もし、地域の実情で、地域の判断で下げようというのであれば、下げる分につ

いては問題ないのです。ただ、被災直後は、やはり津波の高さを見ていますか

ら、堤防を下げて貰いたいという声はほとんどありませんでした。ただ、復興

計画を見ますと、例えば、堤防の背後地の集落はほとんど高台移転するといっ

た場所もあります。そういうところでは、当初の復興計画の段階から堤防の高

さについての議論はありました。しかし、まず最初は、そういうところの議論

に入る前に、高台移転についての合意形成をどうするかということで地域が集



中しました。高台移転に一定の目途が立ち、堤防の高さについては、今かなり

の議論が進められていると思います。実際、地域の中の議論の末、堤防の高さ

を下げることで合意した地域もあります。 

 ただ、背後地に住宅があるところは、土地を嵩上げしたとしても、概してや

はり堤防は計画通りの高さでいいという声が多いと聞いています。さらに、堤

防建設は急ぐ必要のない場所も多いです。例えば宮城県だったら、後ろに仙台

空港があるところは早く堤防を作った方が良い。あと、松島の航空自衛隊があ

りますから、あの辺りは作ったらい良い。そこから南はゆっくりやれば良い。

ゆっくりやることで地域の考え方をまとめればいい。あと、岩手県でも人口密

集地とか何かについては早くやって、そうでないところは堤防を後回しにする。

今はただでさえ発注工事でてんてこ舞いで、コンクリートが足りない、人出が

足りないというときに、堤防工事も高台工事も一緒にやる必要ない。堤防は本

当に必要なものだけ急いでやって、むしろ町並みの復活とか高台移転のほうに

集中させるべきだということで、それを今復興庁も、国交省も、地域も頭に入

れながらやるようになってきています。 

 ただ、どうしても縦割りのものが入っていますから、やはりまだ堤防は堤防、

特に堤防はご案内のとおり国交省と農水省で、国交省の中でも港湾の堤防があ

って、建設の堤防があって、ばらばらにやっているところがまだあります。こ

ういうことも修正しながらやっていく必要があると思います。いずれ堤防はそ

ういう考え方でやっているということです。 

 あと、地域の復興は、繰返しになりますけれども、山も含めて、三陸、特に

岩手県、宮城県もそうなのですが、私も岩手の出身なものですから、全体のＧ

ＤＰに占める割合などは本当に小さいですが、地域が成り立っていくというの

は、やはり一次産業だということです。答えになるかどうかはわりかませんが、

さっき申し上げたとおりですけれども、少なくとも三陸の復興の鍵は、海があ

るから、水産業があるから。何回も何回もあそこに津波が来て、明治三陸津波

のときなどはもっとひどい、壊滅的というか、人口5,000人のところで4,000人

が亡くなるぐらいの津波の被害を受けているわけです。それでもあの地域は復

活したのです。全部海です。 

 だから、やはり基盤がしっかりしているというのが、日本は災害が本当にし



んどいところでありますけれども、海とか山とか、山も本当に危機的状況にあ

りまして、これはご専門ですからあれなのですが、木は切っても植えないとい

う状況の中で、森林組合も木材業者もかなり危機感をもっています。だけれど

も、やはり一次産業がしっかりするというのが基本だと思いますから、バイオ

マス等々、どこまでうまくいくかわかりませんが、色々な手段を使って振興に

取り組んでいくことが大事ではないかと思っています。２番目はちょっと答え

になったかわかりません。 

 両角 どうもありがとうございます。１点目について１つだけ補足的なお話

を伺いたいのです。実は以前に、宮城県知事が堤防の高さについて記者から質

問があったときに、皆さん色々言うけれども、これは予算の期限があるのだか

ら、早くやらないと間に合わない。だから議論は後回しにしてくれと、答えて

いました。私はちょっとがっかりしてしまったのですが、そういう議論につい

ては、どう考えたら良いのでしょうか。 

 平野 それは村井知事の初期の頃の発言で、いまだに村井知事はそれで色々

割を食っているところがあります。村井知事が言いたかったのは、合意形成に

非常に時間がかかる。堤防を下げるとなりますと、色々な意見が来るから、そ

こに入る前にまず住宅のことがあるので、堤防はこの基準で行きたいといった

のです。予算のことは多分その付けたしで何かで言ったかもしれませんけれど

も、一旦災害で被害を受けたものを復旧するというのは国の責務ですから、集

中復興期間がありますが、予算付けが多少遅れたとしてもやるということは国

会でもきちっと答弁していますから、そこの誤解はないと思います。 

 両角 ありがとうございます。その点はよくわかりました。 

 

 (2) 片桐久雄氏の質問 

 片桐 片桐と申します。大震災の１、２年前でしたか、東北の観光旅行に行

きまして、田老町ですごい津波堤防を観光の目玉みたいにして、観光バスから

眺めて、すばらしい堤防があるな、これなら津波でも大丈夫ではないかと思っ

たのですけれども、それがほとんど役に立たなかったという話を聞いて、どう

いう計画でそういう大堤防を作って、それが本当に役に立たなかったのかとい

うのはちょっとがっかりしたと言いますか……。 



 もう１つ、震災の２年後ぐらいに松島の観光に行ったのです。そうしたら、

松島の観光地はほとんど被害がなかったということなのです。そのちょっと東

側の東松島の方は大変な被害があった。本当に近くでああいう被害状況が違う

のはどういうわけなのだろうかというのがよくわからなかったのです。その辺

を教えていただければ有難いと思います。その２点でございます。 

 平野 田老町は、何代前の田老町の町長さん、ちょっとお名前は忘れました

けれども、こんな馬鹿な堤防を作ってどうするかという批判を自分ではねのけ

て、Ｘ形の世界にも類例のない堤防を建設しました。通常の津波だったら大丈

夫だったはずだったのです。実は同じ考え方で作ったのが、長さは余り長くな

いのですけれども、堤防が結構高いところが、普代村にあるのです。これは、

物の見事に津波を防いだのです。田老は、津波の規模がそこよりはるかにまた

大きかったということもあって、ああいう状況になってしまったということで

す。あそこは平場が少なくて、堤防を作って、その堤防のＸ形になった谷間と

背後地に家がありましたけれども、あそこも全部流されてしまいました。高台

移転を中心に復興が進められています。堤防をどうするかについては、一応復

活させるということになっていますが、まだ今色々議論があるようです。それ

から、松島は、塩竈も含めて、あちらのほうは津波の被害が三陸とか仙台近郊

に比べて少なかったというのは、１つは津波の向かう方向にほぼ平行だったと

いうこと、あと、松島の場合は島が防波堤の役割を果たしたといわれています。

だから、松島自体はあのおかげで本当に助かったということだと思います。 

 片桐 わかりました。 

 

 (3) 鮫島信行氏の質問 

 鮫島 鹿島建設の鮫島と申します。質問というより２点お願いなのですが、

１点目は、土地問題が復興の大変大きな問題になっているというお話でしたが、

私は割と最近、岩手県の東京事務所の方とお話しする機会があって、また、大

船渡の副市長さんともお話しする機会があったのですが、東京事務所の方は、

今、岩手県の復興の高台移転の地区で、土地で4,000件ぐらい用地の取得に支障

が生じているところがある。土地の区画を１筆というのですけれども、4,000筆

で難航している。その理由なのですけれども、権利問題ではなくて、そもそも



土地の地図がなくて、明治時代の地租改正の地図しかなくて、土地の境界が全

然わからない。また、境界がわからない上に、日本の登記制度が義務化ではな

くて任意になっているもので、土地の地権者の名前が登記上、明治の人とかが

いて、境界がわからない上に地権者がわからないと、その追跡でとんでもない

労力をかけても見つからないということでその4,000件があるということでし

た。 

 その後に、大船渡の副市長さん、国交省から出向されている方ですけれども、

お話を伺ったら、大船渡市は地籍調査が100％終わっているので、境界は全部明

らかになっているし、また、地籍調査をやる段階で問題がある土地は全部わか

っているので、それを避けて復興計画を作っているので、大船渡は非常に順調

です。ただ、先ほどお話があった隣の大槌町は全然地籍調査が出来ていないの

で、明治時代に遡るような土地があって、その追跡調査を考えたら復興は多分

不可能だろう。要するに地権者の問題とかではなくて、土地の存在そのものが

よく分からないというお話を聞きましたので、ぜひ次の震災に備えて、特に東

海、東南海の地域で地籍調査をやっていないところは国費100％で進めていただ

いて、同じようなことが繰り返されないように、ぜひ国会で質問していただき

たいというのが第１点です。 

 第２点目は、私も先ほど津波と地震、もう１つ、関東でも液状化という問題

がありまして、私は千葉県の内陸ですけれども、皆さんが全然注目されないの

で、個人的にボランティアで液状化のところに助言に行ったことがあるのです

が、非常に悲惨な状態でした。ただ、それを見たときに、これだけ広範で大規

模な災害に対して、現在の災害復旧の法律がとてもではないですけれども、対

応するような法律になっていなくて、田んぼの畦が崩れたとか水路が崩れたぐ

らいなら今の法律で十分できますが、あれだけ広範な被害に対して今の災害復

旧法は全く付いて行っていませんので、なぜこの機会に災害復旧の法律を改正

しないのか私は非常に不思議に思っています。ぜひ国会で災害復旧の法律も次

の震災に備えて見直すように質問していただいて、政府に注意喚起をしていた

だければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 平野 国土調査は国土調査課長経験者の鮫島さんがいうことですから、その

とおりだと思います（笑声）。国調をやっているところとやっていないところ



では進捗が全然違います。ちなみに、大槌は特に歴史のある町ですが、相続を

ちゃんとやっていない土地があり、かなり苦労しています。今色々やって対応

していますが、やはり国調は本当に大事だと思います。 

 更に、液状化については、今回の経験を踏まえて法律もかなり整備したし、

災害救助法の考え方もかなり整備したと思いますけれども、まだ不足の点が

多々あると思いますから、そこはまた色々教えて頂ければと思います。 

 鮫島 済みません、液状化の問題というより、例えば今、私は鹿島建設です

から、仙台でも災害復旧工事をやっておりますけれども、災害復旧工事は、す

ごく大規模な被害であっても１年ごと、単年度ではないと仕事が出せないとい

うことで、我が社がたまたまとった仕事は昨年の12月に契約して、３月の中旬

まででわずか３ヵ月ぐらいなのです。だけれども、実際には１年半以上かかる

のです。予算制度とか災害復旧のシステムがこれだけ広範な大規模な災害の復

旧に全然合っていないということです。 

 平野 だから、大きな災害が起こったときには交付金化しようと言っている

のです。本当に３年復旧などと言っていたら全然間に合わないです。 

 鮫島 ですから、やはり抜本的に災害復旧法を見直すということがないとい

けないと思います。 

 

 (4) 元杉昭雄氏の質問 

 元杉 元杉と申します。阪神・淡路大震災のときに、いわゆるコミュニティ

ー問題、孤独死とかそういうことが大きな問題になって、この震災が起きた後

も、農村部が多かったので、農村のコミュニティーということが非常に大きく

議論された気があるのです。しかし、それと農村計画的にみて、住宅地や何か

の復興は、その後、逆にコミュニティーを強調したために足を引っ張って、う

まくいかなかったという例もあるのではないかと思うのです。もちろんそうい

うことをいうと怒られてしまうのですけれども、コミュニティーは大切なので

すが、やはり住宅地とかマチづくりというのは、さっきの震災のものもそうで

す。マチの何とかというのもありました。やはり合理性があるものですから、

そこら辺の計画は国とかが指導していかなくてはいけないと思うのですけれど

も、そこについてのお考えはどうでしょうか。 



 平野 仮設住宅、もしくはみなし仮設をやるときに当時議論になったのは、

集落ごとにまとめるべきだという意見はかなりありました。だけれども、実際

は、そのようにやったところはないと思います。避難所はある程度まとまって

ありますけれども、そこから仮設住宅に移るときは、どうしてもくじ引きにな

らざるを得なかったということがあるのです。この地域が優先、この地域が２

番目ですというようなことは言えなかったということがあって、仮設住宅へは

かなりばらばらな状態で移動せざるを得なかったというのがあります。そこか

ら、仮設住宅の中で、そうはいっても、この地域で新たな自治会みたいなもの

を作ろうとまとまっているところとそうでないところと、仮設住宅で雰囲気が

かなり違ってきているように思います。前者の部分は良いのですけれども、後

者の部分については、今色々なＮＰＯさんだとか自治体も見回りなどを強化し

ています。特にひきこもりが多くなっていると言われています。ある程度高齢

化した方に多くなっているということが言われていまして、ここの部分につい

ては、先ほどいった見回りを強化するとか、あと、ボランティアというか電話

相談、窓口を設けていつでも話に応じるとか対応がされています。こうした役

割は、さらに重要になってくると思います。 

 あと、今もやっていると思いますけれども、夏に大学生が仮設住宅を訪問し、

大学生が避難者の方々を色々励ますということが行われています。行ってきた

大学生の話を聞くと、逆に色々な話を聞いてきて勉強になったというようなこ

とがあるのですが、コミュニティー形成とあわせ、人と人のコミュニケーショ

ンをもっと取れるような工夫が必要だということで、政府も自治体もそこはか

なり力を入れてやっていく必要があると思います。答えになったでしょうか。 

 

 (5) 田中洋介氏の質問 

 田中 田中と言います。昔、盛岡にある東北農試にいたことがある者です。

参考までにということなのですけれども、１つは、釜石の観光船が流されて、

大槌の民宿の屋根の上に乗りました。それで、私、イタリアのピサに行ったこ

とがあるのですけれども、あの状況をみて、ピサの斜塔よりもインパクトが強

かった。それで、その後、その船をすぐ撤去するという話が出たので、私は盛

岡市のタウン誌を出しているグループに、何とかあれを保存するように頑張っ



てくれと言ったのですけれども、そんなことを言ったら唾を引っかけられるぞ

というようなことを言われまして、たしかあそこは大槌だったと思います。ち

ょっと間違っているかもしれませんが、多分、大槌だと思います。とにかく民

宿の上に観光船が乗っかってしまった。それを降ろしまったのです。それで私

は非常にもったいなかったと思っているのです。非常に大きな人命を犠牲にし

ていますので、そういうときにそんなのんきな話ができるかと言われるかもし

れませんけれども、これは人間と地球との付き合いということで、非常に厳し

いことを教えてくれているので、屋根の上の観光船を含めて、世界の若い人た

ち、もちろん日本の若い人もそうなのだけれども、勉強してもらう。だから、

そこを三陸を通して一種の世界遺産的な視点から長期的な教育の場、学ぶ場に

するという発想が１つあって良いのではないか。それで、その後の話になるの

ですけれども、この町でもう一遍船を上げようかという運動をやっているので

す。それで、それに私も貧者の一灯で募金していますけれども、そういうこと

が１つあります。 

 もう１つ、さっき両角さんも言っておられたのですけれども、今回ひどくや

られたのは津波、海岸部ですが、山と海は非常に密接な関係がある。先生ご存

じのように、これは地元の人たちが非常に大切にしています。それで、今回ダ

メージを受けたのだけれども、海が元気だといっておられた。海を元気にする

ためにも、実は山が良くないといけないということなのです。そういう意味で、

北上山系へ入りますと、非常に豊かな山が、それも今は利用されていない形で

残っています。そういった中に、草地酪農という形で、全く農耕飼料などやら

ないで、山のしば草だけで酪農をやっている人たちがいます。これはすごく環

境に優しい。だから、農場の中でイワナが釣れるというように、海から見た場

合の優れたというかやさしい畜産業をやっておられる。こういったものを我々

はサポートしていくということが１つ重要なことではないかと思って見ていま

す。ですから、そういうことで、当面するのは海の方ですけれども、一緒に山

も見ていくということが地域としては大事ではないのかなと考えていますので、

参考までに。 

 平野 まず１点目の、いわゆる災害遺産といったものを残すかどうかという

ことについては、発災直後からかなりの議論がありました。先ほどあった民宿



の上に船が乗った話がでました。それだけではなくて、気仙沼ではずっと奥の

ほうまで大きな船が流されまして、この船を何とか残したい。あと、観光ホテ

ル、下のほうは骨組みだけになったのだけれども、上は残っていて、それをそ

のままの形で使いたいとか、様々な要望がありまして、かなりの議論をしてい

ます。最後やはり問題として残ったのは、メンテナンスが大変ですねというこ

とだったのです。被災自治体はそれ以外にも様々なこと、新しく作った施設も

管理していかなくてはならないということもあります。国もそこまでは財政的

に面倒見きれないということで、最後は自治体の判断に委ねる形になったので

すが、最終的には、それは残念ながら壊すということの方が多いです。ただ、

同時に、今回は災害アーカイブと言いまして、国立国会図書館を中心に、映像

から何から、それから語り部の色々な記録から何から、相当のものを集めてい

ます。物としてそのままに残っていなくても、今までにないぐらいの映像や実

際の被災者の方の体験談も国を挙げて聞き取ったものを全部残そうとしていま

す。それから、民間人が撮った映像だけではなくて、当時、各テレビ局がやっ

た放送も併せてやろうということで、記録の保存は多分今までにないぐらいの

記録ができると思います。ビッグデータではないですけれども、とにかく集め

ろと。集めた後、何に使うかは後で任せれば良いと。福島がちょっと遅れてい

るのですけれども、福島もこれからやりますが、そういった意味での将来をに

らんだ今回の震災の、何が起こったのか、なぜこうなったのかといったものに

ついては、被災直後だけではなくて、被災前にどういう検討をしたかというこ

とも含めて、かなりの文献は国会図書館を中心に集めるということです。自治

体も独自にそのことはやっているようです。 

 そういった意味で、来年、仙台で世界防災会議を開きますけれども、そのと

きにも、被災直後の様々な映像とかを含めて世界にまた発信することになると

思います。国立図書館では、何年かかるかわかりませんけれども、専門家の意

見をある程度まとめたら、それを世界各国の言葉に翻訳することを決めていま

すし、既にやれるものは２年前から始めています。 

 ２点目は、全くそのとおりだと思います。山と海。岩手県だと気仙地方では、

漁師さんと山を持っている方々が色々連携して交流を深めたり、サケの放流を

するときは来て貰ったりとか、サケが揚がったら持って行くとか、そういう交



流をやっているところもありますし、それは地域の方が良くわかっていること

だと思います。一方で、山はやはり荒れているということで、山をどうするか

というのはぜひとも皆さんからの様々なご意見と後押しが必要ではないかと思

います。 

 

 (6) 吉川駿氏の質問 

 吉川 吉川と申します。１つ教えていただきたいのは、福島のことなのです

が、川内村の村長さんの話を昔聞いたことがあるのですけれども、段々避難の

制限が薄くなって帰ったり、実験の田んぼを作ったりするようなところが段々

増えてきているわけだけれども、実際には所得がないと、これははっきり言っ

て気持ちだけで帰るということはなかなかできない。国やら東電の補助だけで

食べていくというようなことを考えていても、これははっきりいってどうしよ

うもないということで、どうやって働く場所を確保するかということで、川内

村は完全閉鎖型の植物工場を作られた。そこで20人くらいだけれども、金を稼

ぐ場所を作った。ただ、この野菜でも非常に風評被害がある。ところが、その

ことを理解してくれて、都会のある企業が買ってくれているところがあるけれ

ども、これを言ってしまうと、今度はその買ってくれている企業の外食産業だ

かが仕事ができなくなる。非常に難しい問題を抱えているのですという話を村

長さんからお聞きしたことがあります。先生おっしゃられたとおり、福島は国

主導でやっていかなくてはならないのですが、制限を段々解除していくにして

みても、やはり企業、所得の場所を、農業だけでやっていると、やはりまだ風

評被害の問題があるがゆえに、企業の問題、そのほかをどのように考えてあそ

こで進めていくかというのが非常に大事な問題なのではないか。そこら辺を国

はどんな感じで進めていこうとしているのか、先生は野党になってしまったけ

れども、これからどんな感じで進むのかという辺りをお話しいただければと思

います。 

 平野 川内村は双葉の８町村の中でいち早く帰還宣言を遠藤村長さんが出さ

れて、子どもも含めて帰ろうという運動を始めたのです。村々は帰り始めてい

ますが、元の姿には戻らない。川内村の住民の働く場所の多くはやはり東電関

係でした。沿岸部にあそこから通っている方が多かったのです。その地域が全



部流され、汚染されましたから、働く場所がなくなったわけです。あと、農地

の除染もいち早くやりました。一部は営農も始めて、去年から試験を始めてい

て、今年もまた本格的にやると思いますけれども、そういう中で一生懸命努力

しています。企業が旧学校の校舎を使って、植物工場で復活させたというのも

おっしゃるとおりです。今まさにご指摘があったように、働く場所の問題で、

双葉郡の楢葉町とかは南の方にありますけれども、私たちのときは、あの辺り

に１つの工業集積地をもう一回作るということは相当議論しました。何社か手

を挙げたところもあるのですが、まだ今具体化まで行っていません。ただ、い

ずれ双葉郡のどこかに１つの大きな働けるところを復活させるということがま

ず基本になるだろうと思っています。 

 あと、食べ物の風評被害はまだ続いています。これは１つのエピソードをま

た紹介させて貰いますけれども、植物の放射線量を測定する機械はかなり早い

段階から入れました。ＪＡさんも一生懸命になって入れて、１サンプル当たり2

0～30分ぐらいかかるのですけれども、果物も野菜も検査をして、そして表示の

ときに放射線物は検出なし、ＮＤというもので出しています。当初はそれでも

買ってくれなかったのです。買ってくれなかったのですが、段々産直辺りでバ

スが何台か来て買うようになってきた。ところが、高速道路の道の駅があるで

しょう。買ったものが山のように捨てられていたのです。買ってやりたいと思

って、ＮＤで全部安全だとわかっているのだけれども、持って帰らない。これ

は生産者には買って貰わないよりも応えたのです。 

 ここにきて福島の果物も野菜も売れ始めたと聞いていますが、元の状態には

なるには時間が必要なようです。もっと典型なのがシイタケです。シイタケは

福島だけではなくて、岩手でも一部に放射性物質が検出されました。出たとこ

ろだけで需要が落ちたかというと、全国のシイタケの需要が落ちてしまったで

しょう。九州のシイタケ農家も物すごく大変になった。それがまだ回復してい

ない。東電にとにかく賠償を払えということで私も随分調節をやったりしまし

た。畜産関係とか普通の農産物関係はそれでも賠償が支払われていますが、い

わゆる林産物についてはなかなか遅れています。いまだに岩手県、また岩手県

の話をしまして申し訳ないですが、大変な状況になっています。だから、原発

事故というのはこういった意味でも本当に悲惨なものだなと思います。 



 私はシイタケ農家の方々に申し上げているのですが、今シイタケに放射性物

質は検出されないのだから、作り続けて売るべきだ。そして、買いたたかれた

ら賠償金で補償して貰うようにすれば良い。賠償が遅れているからなかなかそ

こは説得力をもたないですけれども、止めたらそこで駄目になる。だから、買

いたたかれても何でもとにかく作るようにしましょうといって、そう励ますの

が今は精一杯です。これは時間がいずれ解決する話かと思いますが、ここのと

ころは本当に消費者の方々もわかって貰いたいということの１点です。 

 

 (7) 吉田俊幸氏の質問 

 吉田 今の福島の質問と同じところですが、平野先生もおっしゃったように、

雇用の場が今ないとすると、第２市町村みたいな形で雇用と集団移転みたいな

構想はもうそろそろ国が主導で考えないと無理ではないか。と申しますのは、

実は原発が出てから半年、１年もたたないうちに、茨城県のある町の町長が原

発の地域の村をある程度引き受けたいと。私がその町長とその町の三役と全部

突き合わせまして、住宅は土地整備公団の塩漬けの土地が大分ある。これから

工業誘致も出来て、ある程度雇用も出来る。農地も耕作放棄地がごっそりあり

まして、それも非常に良い農地で、来ないかということで、福島県の避難して

いるある町の町長にブレーンになる人も一緒に立ち会ってやったのですが、結

局、やはり戻りたいということで立ち消えになってしまったのですけれども、

この資料を見る限り、まず、双葉町に大きな工業団地を作るよりは、福島の避

難している人たち、特に若い人たちが１つの地域にまとまって、かつ雇用がで

きるような第２市町村みたいなことを国がそろそろ考える時期ではないのかな

という気がしています。現実に、浪江町のある酒造会社が全部駄目になって、

山形県の長井で再生して、この日本酒が今、全日空の国際線に使われています。

それから、中越地震でニシキゴイの復活を、ある非常に優秀なブレーンがいて、

今、ハワイで大きくして一産業になっている。そういう仕組みは福島では国が

かなり思い切った法律改正を含めてやる時期に来ているのではないか。その辺

についてお話を伺いたい。 

 平野 福島の原発の被災者の住宅をどうするかということについては、今ご

指摘がありましたけれども、私どものところにも、例えば千葉県、それから埼



玉もそうですか、工業団地、あるいは住宅団地があいているところがあります

から、ここにぜひ町を作って下さいといった要望が結構来ました。そういうと

ころでまとまって避難生活を送っておられる方々もおられます。 

 それで、これからどうするかということですが、特に双葉郡については９万

人ぐらいの方がまだ避難生活をされていますが、戻る方と戻らない方はかなり

はっきり分かれています。これはさっき申し上げたとおりです。その中で、戻

らないと決めている方は、自分で新しい行き先を探したいという人が多いとい

うことはアンケート調査で大体把握しています。この地域の中で町を作ってと

いうのは色々なところから提案がありましたし、研究者からもありましたけれ

ども、新しい町の形成に賛成という構想に若い人で手を挙げる人は少ないとい

うのも実態です。 

 一方で、若い人の中でも、できれば将来的には双葉郡に戻りたいという人が

おられますから、そういう方々を念頭に置いた形での働く場という意味におい

て、例えば原発サイトから一定の距離がある南側に工業誘致をしようではない

かといったプランが進んでいるということで、先ほど紹介をさせていただきま

した。本当に栃木県とかああいうところに新しい町を作ったらどうか、名前を

挙げるとあれなのですけれども、双葉町の前井戸川町長などはそういう発想を

持っておられました。でも、それは実際にやるとなりますと、住民の考え方は

ちょっと違うという感じを個人的には持っていました。 




































